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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のワーク同士を溶接する際に形成される溶接部の溶接状態を検査する溶接部の検査
装置であって、
　ワーク同士を溶接するために該ワークに設定された溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を
照射する、もしくは、溶接用レーザ光によって溶融されたワークの溶融池に設定された走
査軌跡に沿って検査用レーザ光を照射する照射部と、
　前記照射部によって照射された溶接用レーザ光もしくは検査用レーザ光によるワークの
溶融池からの反射光、ワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光、およびワークの溶融池
から放射される熱放射光の少なくとも一つを含む戻り光を受光する受光部と、
　前記溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際もしくは前記検査用レーザ光を走査
軌跡に沿って照射した際に前記受光部によって受光される戻り光の強度変化に基づいて、
前記ワークの溶接部の溶接状態を検査する検査部と、を備え、
　前記照射部は、同一の溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を複数回照射し、もしくは、同
一の走査軌跡に沿って検査用レーザ光を複数回照射し、
　前記検査部は、前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿って照射した際もしくは
前記検査用レーザ光を前記同一の走査軌跡に沿って照射した際の前記戻り光の強度変化の
周期性に基づいて、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査するようになっている溶接部の
検査装置。
【請求項２】
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　前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿って照射する際の該溶接用レーザ光の走
査周期、もしくは、前記検査用レーザ光を前記同一の走査軌跡に沿って照射する際の該検
査用レーザ光の走査周期は、前記ワークの溶接部の溶接状態が正常である場合の前記戻り
光の強度変化の固有周期と同一である、請求項１に記載の溶接部の検査装置。
【請求項３】
　前記検査部は、前記戻り光の強度をフーリエ変換もしくは微分して、前記ワークの溶接
部の溶接状態を検査するようになっている、請求項１または２に記載の溶接部の検査装置
。
【請求項４】
　複数のワーク同士を溶接する際に形成される溶接部の溶接状態を検査する溶接部の検査
方法であって、
　ワーク同士を溶接するために該ワークに設定された溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を
照射し、もしくは、溶接用レーザ光によって溶融されたワークの溶融池に設定された走査
軌跡に沿って検査用レーザ光を照射し、前記溶接用レーザ光もしくは検査用レーザ光によ
るワークの溶融池からの反射光、ワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光、およびワー
クの溶融池から放射される熱放射光の少なくとも一つを含む戻り光を受光する第１のステ
ップと、
　前記溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際もしくは前記検査用レーザ光を走査
軌跡に沿って照射した際に受光された戻り光の強度変化に基づいて、前記ワークの溶接部
の溶接状態を検査する第２のステップと、からなり、
　前記第１のステップにおいて、同一の溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を複数回照射し
、もしくは、同一の走査軌跡に沿って検査用レーザ光を複数回照射し、
　前記第２のステップにおいて、前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿って照射
した際もしくは前記検査用レーザ光を前記同一の走査軌跡に沿って照射した際の前記戻り
光の強度変化の周期性に基づいて、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査する溶接部の検
査方法。
【請求項５】
　前記第１のステップにおいて、前記ワークの溶接部の溶接状態が正常である場合の前記
戻り光の強度変化の固有周期で、前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿って照射
し、もしくは、前記検査用レーザ光を前記同一の走査軌跡に沿って照射する、請求項４に
記載の溶接部の検査方法。
【請求項６】
　前記第２のステップにおいて、前記戻り光の強度をフーリエ変換もしくは微分して、前
記ワークの溶接部の溶接状態を検査する、請求項４または５に記載の溶接部の検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は溶接部の検査装置とその検査方法に関し、たとえばレーザ光で複数のワーク同
士を溶接する際に形成される溶接部の溶接状態を検査する検査装置とその検査方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、たとえば二枚の鋼板を重ね合わせてレーザ溶接する際には、そのレーザ溶接
によって形成される溶接部の品質評価が行われている。このようなレーザ溶接による溶接
部の品質評価の一例として、たとえば特許文献１には、レーザ光の反射光を用いてレーザ
溶接の品質評価を行う技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献１に開示されているレーザ溶接品質判定システムは、レーザトーチから例えば
ＹＡＧレーザを照射し、第１の受光出力手段によってレーザ反射光を溶接進行方向の前方
斜め上方から受光し、第２の受光出力手段によって蒸気発光（プルーム）やレーザ反射光
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を含む溶接光をレーザ光の照射方向と同軸方向にて受光し、この所定の２方向から同時に
受光されたレーザ反射光と溶接光をそれらの強度に応じた電気信号に変換し、この電気信
号の信号強度またはその変化に基づいて溶接品質を判定するシステムである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－８７０５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されているレーザ溶接品質判定システムによれば、所定の異なる２方
向からレーザ反射光と溶接光を同時に受光し、それぞれの受光信号強度と適宜に設定され
た閾値を比較することによって、たとえば鋼板間の隙間を埋めるために溶接ビードが窪ん
でしまう引け溶接（アンダーフィル）、鋼板間の隙間が過大であるために上下の鋼板同士
が接合しない未接合溶接、やはり鋼板間の隙間が過大であるためにビードが陥没する落ち
溶接、熱バランスの変動などに起因して突発的にビードが無くなる溶断溶接、穴あき溶接
などといった多様な形態の溶接不良のいずれか一つが生じていることを判定することがで
きる。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されているレーザ溶接品質判定システムにおいては、
たとえばレーザトーチとワーク（鋼板）とが離間している場合に、受光されたレーザ反射
光や溶接光から得られる電気信号が微弱となるため、溶接不良の判定精度が低下する可能
性がある。特に、レーザ溶接時にビードが陥没する落ち溶接などにおいては、溶接不良に
起因する電気信号の変化が小さくなるため、ワークの溶接不良を精緻に検出することがで
きないといった問題が生じ得る。さらに、ワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光やワ
ークの溶融池から放射される熱放射光はワーク温度に応じて変化し、受光されたレーザ反
射光や溶接光から得られる電気信号およびレーザ溶接品質を判定するための閾値がワーク
温度に応じて変化することが知られており、レーザ溶接時のワーク温度の変動が大きい場
合には、ワークの溶接不良の判定精度が更に低下するといった問題が生じ得る。
【０００７】
　本発明は上記する課題に鑑みてなされたものであり、たとえばレーザトーチとワークを
離間して溶接するリモート溶接において、ワークの溶接部の溶接状態を精緻に検査するこ
とができる溶接部の検査装置とその検査方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成すべく、本発明による溶接部の検査装置は、複数のワーク同士を溶接す
る際に形成される溶接部の溶接状態を検査する溶接部の検査装置であって、ワーク同士を
溶接するために該ワークに設定された溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を照射する、もし
くは、溶接用レーザ光によって溶融されたワークの溶融池に設定された走査軌跡に沿って
検査用レーザ光を照射する照射部と、前記照射部によって照射された溶接用レーザ光もし
くは検査用レーザ光によるワークの溶融池からの反射光、ワークの溶融蒸発によって生じ
る蒸気発光、およびワークの溶融池から放射される熱放射光の少なくとも一つを含む戻り
光を受光する受光部と、前記溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際もしくは前記
検査用レーザ光を走査軌跡に沿って照射した際に前記受光部によって受光される戻り光の
強度変化に基づいて、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査する検査部と、を備えている
ものである。
【０００９】
　上記する溶接部の検査装置によれば、溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際も
しくは検査用レーザ光を走査軌跡に沿って照射した際に受光部で受光される戻り光の強度
変化に基づいて、ワークの溶接部の溶接状態を検査することによって、たとえば照射部と
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ワークを離間して溶接するリモート溶接において、受光部で受光される戻り光から得られ
る電気信号が微弱となる場合や、受光部で受光される戻り光の強度がワーク温度の変化に
応じて変化する場合であっても、ワークの溶接部の溶接状態を精緻に検査することができ
る。
【００１０】
　また、上記する溶接部の検査装置は、前記照射部が、同一の溶接軌跡に沿って溶接用レ
ーザ光を複数回照射し、もしくは、同一の走査軌跡に沿って検査用レーザ光を複数回照射
し、前記検査部が、前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿って照射した際もしく
は前記検査用レーザ光を前記同一の走査軌跡に沿って照射した際の前記戻り光の強度変化
の周期性に基づいて、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査するようになっているもので
ある。
【００１１】
　上記する溶接部の検査装置によれば、溶接用レーザ光を同一の溶接軌跡に沿って複数回
照射した際もしくは検査用レーザ光を同一の走査軌跡に沿って複数回照射した際の戻り光
の強度変化の周期性に基づいて、ワークの溶接部の溶接状態を検査することによって、た
とえば溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って一回だけ照射した際もしくは検査用レーザ光を
走査軌跡に沿って一回だけ照射した際の戻り光から得られる電気信号が微弱であったり、
戻り光から得られる電気信号がノイズを含む場合であっても、当該戻り光に含まれるノイ
ズ等による検査精度の低下を抑制することができ、溶接部の溶接状態の検査精度を高める
ことができる。
【００１２】
　また、上記する溶接部の検査装置は、前記溶接用レーザ光を前記同一の溶接軌跡に沿っ
て照射する際の該溶接用レーザ光の走査周期、もしくは、前記検査用レーザ光を前記同一
の走査軌跡に沿って照射する際の該検査用レーザ光の走査周期が、前記ワークの溶接部の
溶接状態が正常である場合の前記戻り光の強度変化の固有周期と同一であるものである。
【００１３】
　溶接用レーザ光の照射によってワークに形成される溶融池の液面は溶融池の固有周波数
と同じ周波数で振動するため、ワークの溶接部の溶接状態が正常である場合であっても、
受光部で受光される戻り光の強度は周期的に変化する。上記する溶接部の検査装置によれ
ば、溶接用レーザ光や検査用レーザ光の走査周期が、ワークの溶接部の溶接状態が正常で
ある場合の戻り光の強度変化の固有周期と同一であることによって、受光部で受光される
戻り光の強度変化から溶接用レーザ光の照射に起因する戻り光の周期的な強度変化を簡便
に特定することができ、溶接不良に起因する戻り光の強度変化を精緻に特定することがで
きるため、ワークの溶接部の溶接状態の検査精度を一層高めることができる。
【００１４】
　なお、溶接用レーザ光や検査用レーザ光の走査周期とは、溶接用レーザ光を同一の溶接
軌跡に沿って複数回照射する際や検査用レーザ光を同一の走査軌跡に沿って複数回照射す
る際に溶接用レーザ光や検査用レーザ光が所定の長さの溶接軌跡や走査軌跡を一回走査す
る時間であって、溶接用レーザ光が照射される溶接軌跡の長さを溶接用レーザ光の走査速
度で除して得られる時間、あるいは、検査用レーザ光が照射される走査軌跡の長さを検査
用レーザ光の走査速度で除して得られる時間である。
【００１５】
　また、上記する溶接部の検査装置は、前記検査部が、前記戻り光の強度をフーリエ変換
もしくは微分して、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査するようになっているものであ
る。
【００１６】
　上記する溶接部の検査装置によれば、溶接用レーザ光の照射に起因する周期的な強度変
化を含む戻り光の強度をフーリエ変換もしくは微分することによって、戻り光の強度変化
から溶接用レーザ光の照射に起因する戻り光の周期的な強度変化を簡便に特定することが
でき、溶接不良に起因する戻り光の強度変化を精緻に特定することができるため、ワーク
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の溶接部の溶接状態の検査精度をより一層高めることができる。
【００１７】
　また、本発明による溶接部の検査方法は、複数のワーク同士を溶接する際に形成される
溶接部の溶接状態を検査する溶接部の検査方法であって、ワーク同士を溶接するために該
ワークに設定された溶接軌跡に沿って溶接用レーザ光を照射し、もしくは、溶接用レーザ
光によって溶融されたワークの溶融池に設定された走査軌跡に沿って検査用レーザ光を照
射し、前記溶接用レーザ光もしくは検査用レーザ光によるワークの溶融池からの反射光、
ワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光、およびワークの溶融池から放射される熱放射
光の少なくとも一つを含む戻り光を受光する第１のステップと、前記溶接用レーザ光を溶
接軌跡に沿って照射した際もしくは前記検査用レーザ光を走査軌跡に沿って照射した際に
受光された戻り光の強度変化に基づいて、前記ワークの溶接部の溶接状態を検査する第２
のステップと、からなる方法である。
【００１８】
　上記する溶接部の検査方法によれば、溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際も
しくは検査用レーザ光を走査軌跡に沿って照射した際に受光された戻り光の強度変化に基
づいて、ワークの溶接部の溶接状態を検査することによって、たとえばレーザ照射部とワ
ークを離間して溶接するリモート溶接において、受光された戻り光から得られる電気信号
が微弱となる場合や、受光される戻り光の強度がワーク温度の変化に応じて変化する場合
であっても、ワークの溶接部の溶接状態を精緻に検査することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上の説明から理解できるように、本発明の溶接部の検査装置やその検査方法によれば
、複数のワーク同士を溶接する際に、溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際もし
くは検査用レーザ光を走査軌跡に沿って照射した際の戻り光の強度変化に基づいて、ワー
クの溶接部の溶接状態を検査するという簡便な構成により、たとえば戻り光から得られる
電気信号が微弱となる場合や戻り光の強度がワーク温度の変化に応じて変化する場合であ
っても、ワークの溶接部の溶接状態を精緻に検査することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の溶接部の検査装置の実施の形態１の全体構成を模式的に示した全体構成
図である。
【図２】図１で示す検査装置の溶接用照射部による溶接用レーザ光の照射の形態を説明し
た上面図である。
【図３】図１で示す検査装置の検査用照射部による検査用レーザ光の照射の形態を説明し
た上面図である。
【図４】戻り光の強度の一例を時系列で示した図である。
【図５Ａ】溶接部の溶接状態が正常である場合の溶融池と検査用レーザ光の焦点の関係を
説明した上面図である。
【図５Ｂ】図５ＡのＡ５－Ａ５矢視図である。
【図６Ａ】溶接部の溶接状態が不良である場合の溶融池と検査用レーザ光の焦点の関係を
説明した上面図である。
【図６Ｂ】図６ＡのＡ６－Ａ６矢視図である。
【図７】戻り光の周波数と振幅の関係の一例を示した図である。
【図８】本発明の溶接部の検査装置の実施の形態２の全体構成を模式的に示した全体構成
図である。
【図９Ａ】検査用試料による実施例１の溶接部を拡大して示した上面図である。
【図９Ｂ】図９ＡのＡ９－Ａ９矢視図である。
【図９Ｃ】検査用試料による実施例１の戻り光の強度を時系列で示した図である。
【図１０Ａ】検査用試料による実施例２の溶接部を拡大して示した上面図である。
【図１０Ｂ】図１０ＡのＡ１０－Ａ１０矢視図である。
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【図１０Ｃ】検査用試料による実施例２の戻り光の強度を時系列で示した図である。
【図１１Ａ】検査用試料による実施例３の溶接部を拡大して示した上面図である。
【図１１Ｂ】図１１ＡのＡ１１－Ａ１１矢視図である。
【図１１Ｃ】検査用試料による実施例３の戻り光の強度を時系列で示した図である。
【図１２】検査用試料による実施例１～３の戻り光の周波数と振幅の関係を示した図であ
る。
【図１３】検査用試料による実施例１～３の戻り光の周波数と振幅の関係の他例を示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の溶接部の検査装置とその検査方法の実施の形態を説明す
る。
【００２２】
［溶接部の検査装置の実施の形態１］
　まず、図１～図３を参照して、本発明の溶接部の検査装置の実施の形態１を説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の溶接部の検査装置の実施の形態１の全体構成を模式的に示した全体構
成図である。また、図２は、図１で示す検査装置の溶接用照射部による溶接用レーザ光の
照射の形態を説明した上面図であり、図３は、検査用照射部による検査用レーザ光の照射
の形態を説明した上面図である。
【００２４】
　図１に示す検査装置１００は、主に、溶接用照射部１、検査用照射部５、受光部２、変
換部３、アンプ４、検査部６、およびＣＲＴ（Cathode Ray Tube）７から構成されている
。
【００２５】
　溶接用照射部１は、重ね合わされた若しくは僅かに離間して配置された二枚のワーク（
たとえば鋼板など）Ｗ１、Ｗ２同士を溶接するために、二枚のワークＷ１、Ｗ２に対して
溶接用レーザ光（たとえば所定のレーザ波長を有するＹＡＧレーザ）Ｌ１を照射する。具
体的には、溶接用照射部１は、図２で示すように、ワークＷ１に設定された半径Ｒ１１を
有する略円形状の溶接軌跡Ｃ１１に沿って溶接用レーザ光Ｌ１の焦点Ｆ１を複数回回転さ
せ、その溶接軌跡Ｃ１１上で溶接用レーザ光Ｌ１を複数回照射する。次いで、溶接用レー
ザ光Ｌ１の焦点Ｆ１を溶接軌跡Ｃ１１の内側へ移動させ、半径Ｒ１１よりも小さい半径Ｒ
１２を有し且つ溶接軌跡Ｃ１１と同心である略円形状の溶接軌跡Ｃ１２に沿って溶接用レ
ーザ光Ｌ１の焦点Ｆ１を複数回回転させ、その溶接軌跡Ｃ１２上で溶接用レーザ光Ｌ１を
複数回照射する。このような溶接用レーザ光Ｌ１の照射工程を繰り返すことによって、ワ
ークＷ１、Ｗ２に略円形状の溶接部を形成してワークＷ１、Ｗ２同士を溶接接合する（La
ser Screw Weldingともいう）。なお、溶接軌跡Ｃ１１や溶接軌跡Ｃ１２の中心Ｃ０が、
ワークＷ１、Ｗ２に形成される溶接部の溶接中心となる。
【００２６】
　ここで、溶接用照射部１による溶接用レーザ光Ｌ１の照射によって、溶接用レーザ光Ｌ
１の進行方向に対して当該溶接用レーザ光Ｌ１の左右や後方には、ワークＷ１、Ｗ２が溶
融された溶融池Ｙ１が形成される。本実施の形態１では、上記するように略円形状の溶接
軌跡Ｃ１、Ｃ２に沿って溶接用レーザ光Ｌ１が照射されるため、ワークＷ１、Ｗ２に略円
形状の溶融池Ｙ１が形成されることとなる。
【００２７】
　検査用照射部５は、図１で示すように、光学系８と受光部２を介してその溶融状態の溶
融池Ｙ１に対して検査用レーザ光Ｌ５を照射する。具体的には、検査用照射部５は、図３
で示すように、溶融池Ｙ１の外縁の内側に設定された半径Ｒ５１を有する略円形状の走査
軌跡Ｃ５１に沿って検査用レーザ光Ｌ５の焦点Ｆ５を略一定速度で複数回回転させ、その
走査軌跡Ｃ５１上で検査用レーザ光Ｌ５を複数回照射する。次いで、検査用レーザ光Ｌ５
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の焦点Ｆ５を走査軌跡Ｃ５１の内側へ移動させ、半径Ｒ５１よりも小さい半径Ｒ５２を有
し且つ走査軌跡Ｃ５１と同心である略円形状の走査軌跡Ｃ５２に沿って検査用レーザ光Ｌ
５の焦点Ｆ５を複数回回転させ、その走査軌跡Ｃ５２上で検査用レーザ光Ｌ５を複数回照
射する。このような検査用レーザ光Ｌ５の照射工程を繰り返すことによって、検査用照射
部５は、ワークＷ１、Ｗ２に形成された略円形状の溶融池Ｙ１全体に検査用レーザ光Ｌ５
を照射する。なお、走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２の中心は、たとえば上記する溶接軌跡Ｃ１１
、Ｃ１２の中心Ｃ０に設定されている。
【００２８】
　受光部２は、図１で示すように、検査用照射部５から溶融池Ｙ１に対して検査用レーザ
光Ｌ５を照射しながら、検査用レーザ光Ｌ５によるワークＷ１、Ｗ２の溶融池Ｙ１からの
反射光やワークＷ１、Ｗ２の溶融蒸発によって生じる蒸気発光（プラズマ光）、ワークＷ
１、Ｗ２の溶融池Ｙ１から放射される熱放射光（赤外光）などを含む戻り光Ｌ２を受光す
る。
【００２９】
　変換部３は、受光部２で受光され、光学系８と集光レンズ９を介して集光された戻り光
Ｌ２を電気信号へ変換し、その電気信号をアンプ４へ出力する。アンプ４は、変換部３か
ら出力された電気信号の信号強度を増幅して検査部６へ送信する。
【００３０】
　検査部６は、アンプ４から送信された電気信号を信号処理してワークＷ１、Ｗ２に形成
される溶接部の溶接状態を検査する。具体的には、検査部６は、検査用照射部５から溶融
池Ｙ１に対して検査用レーザ光Ｌ５を走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って複数回照射する際
に受光部２によって受光される戻り光Ｌ２の強度変化を検出し、その強度変化の周期性に
基づいてワークＷ１、Ｗ２に形成される溶接部の溶接状態を検査する。また、検査部６は
、アンプ４から送信された電気信号の信号処理結果をＣＲＴ７へ送信し、ＣＲＴ７は検査
部６から送信された信号処理結果を表示する。
【００３１】
［溶接部の検査方法の実施の形態１］
　次に、図４～図７を参照して、図１で示す溶接部の検査装置１００を用いた本発明の溶
接部の検査方法の実施の形態１を説明する。
【００３２】
　図４は、図１で示す検査装置１００の検査部６へ送信される戻り光の強度の一例を時系
列で示した図である。また、図５Ａは、溶接部の溶接状態が正常である場合の溶融池と検
査用レーザ光の焦点の関係を説明した上面図であり、図５Ｂは、図５ＡのＡ５－Ａ５矢視
図である。また、図６Ａは、溶接部の溶接状態が不良である場合の溶融池と検査用レーザ
光の焦点の関係を説明した上面図であり、図６Ｂは、図６ＡのＡ６－Ａ６矢視図である。
また、図７は、検査部６で信号処理された戻り光の周波数と振幅の関係の一例を示した図
である。
【００３３】
　図５Ａおよび図５Ｂで示すように、溶接部の溶接状態が正常である場合（ワークＷ１、
Ｗ２同士が正常に溶接される場合）には、溶融池Ｙ１に設定された略円形状の走査軌跡Ｃ
５１に沿って検査用レーザ光Ｌ５の焦点Ｆ５を複数回回転させ、その走査軌跡Ｃ５１上で
検査用レーザ光Ｌ５を複数回照射した際、検査用レーザ光Ｌ５によるワークＷ１、Ｗ２か
らの反射光や蒸気発光、熱放射光などの強度変化は相対的に小さいと考えられる。そのた
め、図４の破線で示すように、受光部２で受光され、変換部３やアンプ４を介して検査部
６へ送信される戻り光Ｌ２の強度変化は相対的に小さい。
【００３４】
　一方で、図６Ａおよび図６Ｂで示すように、溶接部の溶接状態が不良である場合（たと
えば一方のワークの溶接ビードが陥没する片落ち溶接の場合）には、溶融池Ｙ１に設定さ
れた略円形状の走査軌跡Ｃ５１に沿って検査用レーザ光Ｌ５の焦点Ｆ５を複数回回転させ
、その走査軌跡Ｃ５１上で検査用レーザ光Ｌ５を複数回照射した際、検査用レーザ光Ｌ５
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の走査軌跡Ｃ５１上に溶接不良部Ｘ１が存在し、走査軌跡Ｃ５１の一部で検査用レーザ光
Ｌ５によるワークＷ１、Ｗ２からの反射光の強度が大きく変化する。そのため、図４の実
線で示すように、受光部２で受光され、変換部３やアンプ４を介して検査部６へ送信され
る戻り光Ｌ２の強度は、検査用レーザ光Ｌ５の一走査周期（たとえば検査用レーザ光Ｌ５
が走査周期Ｃ５１を一周回する周期）内の一部で変化し、且つその検査用レーザ光Ｌ５の
走査周期毎に周期的に変化する。
【００３５】
　実施の形態１の検査方法によれば、このような戻り光Ｌ２の強度変化の周期性を検査部
６で検出することによって、たとえば戻り光Ｌ２から得られる電気信号が微弱となる場合
や戻り光Ｌ２の強度がワーク温度の変化に応じて変化する場合であっても、溶融池Ｙ１の
外縁の内側に溶接不良部Ｘ１が存在するか否か、すなわちワークＷ１、Ｗ２に形成される
溶接部に溶接不良が発生するか否かを検査することができる。特に、本実施の形態１では
、溶融池Ｙ１に対して略円形状の走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って検査用レーザ光Ｌ５が
照射されるため、溶融池Ｙ１の外縁の内側に溶接中心Ｃ０から偏在する溶接不良部Ｘ１が
存在するか否か、あるいは、溶融池Ｙ１の外縁の内側にたとえば楕円形状や略多角形状な
どの非円形状の溶接不良部Ｘ１が存在するか否かを検査することができる。
【００３６】
　また、検査部６へ送信される戻り光Ｌ２の強度（図４参照）をフーリエ変換すると、図
７で示すように、溶接部の溶接状態が正常である場合には特定の周波数での振幅ピークが
検出されず（図７中、破線）、溶接部の溶接状態が不良である場合には特定の周波数（図
７中、三つの周波数）での振幅ピークが検出される（図７中、実線）。このように、戻り
光Ｌ２の強度をフーリエ変換することによって、溶接部の溶接状態の不良に起因する戻り
光の強度変化を簡便に検出することができるため、ワークＷ１、Ｗ２に形成される溶接部
に溶接不良が発生するか否かをより精緻に検査することができる。
【００３７】
　ここで、溶接用レーザ光Ｌ１の照射によってワークＷ１、Ｗ２に形成される溶融池Ｙ１
の液面は周期的に振動し、溶接部の溶接状態が正常である場合であっても、戻り光Ｌ２の
強度は周期的に変化することが本発明者等によって確認されている。すなわち、図７で振
幅ピークが検出された周波数の一つは、溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光Ｌ２
の強度変化の固有周波数であると考えられる。
【００３８】
　そこで、溶融池Ｙ１に設定された略円形状の走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って検査用レ
ーザ光Ｌ５を照射する際、たとえば検査用レーザ光Ｌ５の走査速度を調整し、検査用レー
ザ光Ｌ５の走査周期（たとえば検査用レーザ光Ｌ５が走査軌跡Ｃ５１や走査軌跡Ｃ５２を
一周回する周期）を戻り光Ｌ２の強度変化の固有周期と一致させる。これにより、たとえ
ば溶接部の溶接状態が正常である場合に検査部６へ送信される戻り光Ｌ２の強度変化を略
サインカーブ状とすることができる（図４中、点線）。そして、この溶接部の溶接状態が
正常である場合の戻り光Ｌ２の強度をフーリエ変換することによって、図７で振幅ピーク
が検出された周波数から溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光Ｌ２の強度変化の固
有周波数を特定することができる（図７中、点線）。なお、フーリエ変換に代えて、戻り
光Ｌ２の強度を微分することによって、戻り光Ｌ２の強度変化の周期性を特定することも
できる。
【００３９】
　このように、ワークＷ１、Ｗ２の溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光Ｌ２の強
度変化の固有周期で、検査用レーザ光Ｌ５を走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って照射するこ
とによって、図７で振幅ピークが検出された周波数から溶接部の溶接状態が正常である場
合の戻り光Ｌ２の強度変化の固有周波数を特定し、たとえば溶接部の溶接状態の不良に起
因する周波数のみを抽出することができるため、溶融池Ｙ１の外縁の内側に溶接不良部Ｘ
１が存在するか否か、すなわちワークＷ１、Ｗ２に形成される溶接部に溶接不良が発生す
るか否かをより一層精緻に検査することができる。
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【００４０】
　また、本実施の形態１によれば、溶接用レーザ光Ｌ１の照射によって形成される溶融池
Ｙ１に設定された走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って検査用レーザ光Ｌ５を照射し、検査用
レーザ光Ｌ５を走査軌跡Ｃ５１、Ｃ５２に沿って照射した際に受光部２によって受光され
る戻り光Ｌ２の強度変化に基づいて溶接部の溶接状態を検査することにより、たとえば溶
接用レーザ光Ｌ１の照射条件が変化した場合や溶接用レーザ光の焦点位置と溶接不良部Ｘ
１の発生位置が離間する場合であっても、検査用レーザ光Ｌ５の走査条件（走査軌跡や走
査速度など）を適宜調整することができるため、ワークに形成される溶接部の溶接状態を
精緻に検査することができる。
【００４１】
［溶接部の検査装置の実施の形態２］
　次に、図８を参照して、本発明の溶接部の検査装置の実施の形態２を説明する。
【００４２】
　図８は、本発明の溶接部の検査装置の実施の形態２の全体構成を模式的に示した全体構
成図である。図８で示す実施の形態２の検査装置１００Ａは、図１で示す実施の形態１の
検査装置１００に対して、溶接用照射部から照射される溶接用レーザ光による反射光を用
いて溶接部の溶接状態を検査する点が相違しており、その他の構成は実施の形態１の検査
装置１００とほぼ同様である。したがって、実施の形態１と同様の構成については、同様
の符号を付してその詳細な説明は省略する。
【００４３】
　図示する検査装置１００Ａは、主に、溶接用照射部１Ａ、受光部２Ａ、変換部３Ａ、ア
ンプ４Ａ、検査部６Ａ、およびＣＲＴ７Ａから構成されている。
【００４４】
　溶接用照射部１Ａは、重ね合わされた若しくは僅かに離間して配置された二枚のワーク
Ｗ１、Ｗ２同士を溶接するために、光学系８Ａと受光部２Ａを介して二枚のワークＷ１、
Ｗ２に対して溶接用レーザ光Ｌ１Ａを照射する。溶接用照射部１Ａによる溶接用レーザ光
Ｌ１Ａの照射によって、溶接用レーザ光Ｌ１Ａの進行方向に対して当該溶接用レーザ光Ｌ
１Ａの左右や後方には、ワークＷ１、Ｗ２が溶融された溶融池Ｙ１が形成される。
【００４５】
　受光部２Ａは、溶接用照射部１Ａから照射される溶接用レーザ光Ｌ１ＡによるワークＷ
１、Ｗ２の溶融池Ｙ１からの反射光やワークＷ１、Ｗ２の溶融蒸発によって生じる蒸気発
光（プラズマ光）、ワークＷ１、Ｗ２の溶融池Ｙ１から放射される熱放射光（赤外光）な
どを含む戻り光Ｌ２Ａを受光する。
【００４６】
　変換部３Ａは、受光部２Ａで受光され、光学系８Ａと集光レンズ９Ａを介して集光され
た戻り光Ｌ２Ａを電気信号へ変換し、その電気信号をアンプ４Ａへ出力する。アンプ４Ａ
は、変換部３Ａから出力された電気信号の信号強度を増幅して検査部６Ａへ送信する。
【００４７】
　検査部６Ａは、アンプ４Ａから送信された電気信号を信号処理してワークＷ１、Ｗ２に
形成される溶接部の溶接状態を検査する。具体的には、検査部６Ａは、溶接用照射部１Ａ
から溶接用レーザ光Ｌ１Ａを溶接軌跡に沿って照射する際に受光部２Ａによって受光され
る戻り光Ｌ２Ａの強度変化を検出し、その強度変化の周期性に基づいてワークＷ１、Ｗ２
に形成される溶接部の溶接状態を検査する。また、検査部６Ａは、アンプ４Ａから送信さ
れた電気信号の信号処理結果をＣＲＴ７Ａへ送信し、ＣＲＴ７Ａは検査部６Ａから送信さ
れたその信号処理結果を表示する。
【００４８】
　溶接用レーザ光Ｌ１Ａを溶接軌跡に沿って照射する際に受光部２Ａによって受光される
戻り光Ｌ２Ａの強度変化は、上記する実施の形態１と同様、溶接部の溶接状態が正常であ
る場合には相対的に小さく、溶接部の溶接状態が不良である場合には相対的に大きくなる
。そのため、本実施の形態２によれば、このような戻り光Ｌ２Ａの強度変化の周期性を検
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査部６Ａで検出することによって、たとえば戻り光Ｌ２Ａから得られる電気信号が微弱と
なる場合や戻り光Ｌ２Ａの強度がワーク温度の変化に応じて変化する場合であっても、溶
融池Ｙ１の外縁の内側に溶接不良部Ｘ１が形成されるか否か、すなわちワークＷ１、Ｗ２
に形成される溶接部に溶接不良が発生するか否かを検査することができる。
【００４９】
　また、上記する実施の形態１と同様、ワークＷ１、Ｗ２の溶接部の溶接状態が正常であ
る場合の戻り光Ｌ２Ａの強度変化の固有周期で、溶接用レーザ光Ｌ１Ａを溶接軌跡に沿っ
て照射することによって、戻り光Ｌ２Ａの強度をフーリエ変換することによって振幅ピー
クが検出される特定の周波数から溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光Ｌ２Ａの強
度変化の固有周波数を特定し、たとえば溶接部の溶接状態の不良に起因する周波数のみを
抽出することができるため、溶融池Ｙ１の外縁の内側に溶接不良部Ｘ１が存在するか否か
、すなわちワークＷ１、Ｗ２に形成される溶接部に溶接不良が発生するか否かをより一層
精緻に検査することができる。
【００５０】
　なお、上記する実施の形態１では、検査用レーザ光の走査軌跡の中心が溶接用レーザ光
の溶接軌跡の中心に設定される形態について説明したが、検査用レーザ光の走査軌跡の中
心は溶接用レーザ光の照射によって形成される溶融池内の適宜の位置に設定することがで
きる。
【００５１】
　また、上記する実施の形態では、溶接用レーザ光の溶接軌跡や検査用レーザ光の走査軌
跡が略円形状である形態について説明したが、溶接用レーザ光の溶接軌跡や検査用レーザ
光の走査軌跡は、たとえば楕円形状や多角形状の閉ループ形状、所定の長さの曲線状や直
線状などであってもよい。また、溶接部の溶接不良が発生し易い箇所を予測し得る場合に
は、溶接用レーザ光の溶接軌跡や検査用レーザ光の走査軌跡は、その箇所を通過するよう
に設定することが好ましい。
【００５２】
　また、上記する実施の形態では、所定位置に固定したワークに溶接用レーザ光や検査用
レーザ光を照射する形態について説明したが、たとえば溶接用レーザ光や検査用レーザ光
の焦点位置を固定してワークを適宜移動させながらワーク同士をレーザ溶接してもよいし
、ワークと溶接用レーザ光や検査用レーザ光の焦点位置との双方を相対的に移動させなが
らワーク同士をレーザ溶接してもよい。
【００５３】
［検査用試料による戻り光の強度変化と溶接部の溶接状態の関係を評価した実験とその結
果］
　本発明者等は、溶接状態が異なる３種類の検査用試料（実施例１～３）を作製し、それ
ぞれの検査用試料からの戻り光の強度測定を実施し、戻り光の強度変化と溶接部の溶接状
態の関係を評価した。
【００５４】
＜検査用試料の作製方法と検査用試料による戻り光の強度の測定方法＞
　まず、検査用試料の作製方法と検査用試料による戻り光の強度の測定方法を概説すると
、厚さが0.7mmのSCGA440からなる二枚のワークを重ね合わせ、半径が約2.2mmの略円形状
の溶接部が形成されるように、ワークに対して溶接用レーザ光（出力が1000Wで走査速度
が80m/min）を略円形状の溶接軌跡に沿って複数回照射した。次いで、溶接用レーザ光の
照射によりワークに形成された溶融池を通過するように、検査用レーザ光（出力が1000W
で走査速度が80m/min）を半径が約1.5mmの略円形状の走査軌跡に沿って6周回照射した。
次に、その検査用レーザ光の焦点を約0.5mmだけ移動させ、その検査用レーザ光を半径が
約1.0mmの略円形状の走査軌跡に沿って10周回照射した。そして、溶接用レーザ光による
ワークの溶融池からの反射光やワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光、ワークの溶融
池から放射される熱放射光などを含む戻り光を受光するとともに、検査用レーザ光による
ワークの溶融池からの反射光や蒸気発光、熱放射光などを含む戻り光を受光し、受光され
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た戻り光を電気信号へ変換してその信号強度を測定した。なお、本実験では、戻り光のう
ち特にワークの溶融蒸発によって生じる蒸気発光（プラズマ光）の信号強度を測定した。
【００５５】
＜検査用試料による戻り光の強度変化と溶接部の溶接状態の関係を評価した結果＞
　図９Ａは、検査用試料による実施例１の溶接部を拡大して示した上面図であり、図９Ｂ
は、図９ＡのＡ９－Ａ９矢視図であり、図９Ｃは、検査用試料による実施例１の戻り光の
強度を時系列で示した図である。また、図１０Ａは、検査用試料による実施例２の溶接部
を拡大して示した上面図であり、図１０Ｂは、図１０ＡのＡ１０－Ａ１０矢視図であり、
図１０Ｃは、検査用試料による実施例２の戻り光の強度を時系列で示した図である。また
、図１１Ａは、検査用試料による実施例３の溶接部を拡大して示した上面図であり、図１
１Ｂは、図１１ＡのＡ１１－Ａ１１矢視図であり、図１１Ｃは、検査用試料による実施例
３の戻り光の強度を時系列で示した図である。
【００５６】
　図９Ａ～図９Ｃで示すように、実施例１（溶接状態が正常）の検査用試料では、溶接用
レーザ光を照射した区間（0.35～約0.41sec）Ｒ１や半径が約1.5mmの走査軌跡に沿って検
査用レーザ光を照射した区間（約0.41～約0.46sec）Ｒ２、半径が約1.0mmの走査軌跡に沿
って検査用レーザ光を照射した区間（約0.46～約0.51sec）Ｒ３のいずれにおいても、測
定された戻り光の強度変化に周期性が確認されなかった。
【００５７】
　一方、図１０Ａ～図１０Ｃで示すように、実施例２（二枚のワークの双方が溶け落ちた
穴あき溶接）の検査用試料では、溶接用レーザ光を照射した区間Ｒ１や検査用レーザ光を
照射した区間Ｒ２、Ｒ３のいずれにおいても、測定された戻り光の強度変化に周期性が確
認された。
【００５８】
　また、図１１Ａ～図１１Ｃで示すように、実施例３（二枚のワークの一方が溶け落ちた
片落ち溶接）の検査用試料では、溶接用レーザ光を照射した区間Ｒ１で測定された戻り光
の強度変化に周期性が確認されなかったものの、検査用レーザ光を照射した区間Ｒ２、Ｒ
３で測定された戻り光の強度変化には周期性が確認された。
【００５９】
　また、図１２は、検査用試料による実施例１～３の検査用レーザ光を照射した区間（約
0.41～約0.46sec）Ｒ２で測定された戻り光の強度を高速フーリエ変換した際の周波数と
振幅の関係を示した図である。
【００６０】
　図１２で示すように、実施例１（溶接状態が正常）の検査用試料では、大きな振幅ピー
クが確認されなかったものの、実施例２（穴あき溶接）の検査用試料では、約141Hzの整
数倍の周波数で大きな振幅ピークが確認され、実施例３（片落ち溶接）の検査用試料では
、約141Hzの周波数で大きな振幅ピークが確認された。なお、実施例２、３の検査用試料
で振幅ピークが確認された周波数（約141Hz）は、走査速度が80m/minの検査用レーザ光を
半径が約1.5mmの走査軌跡に沿って照射した際の当該検査用レーザ光の走査周波数（1/(1.
5mm×2×3.14/(80000mm/60sec))Hz）にほぼ対応している。
【００６１】
　この実験結果より、溶接用レーザ光を溶接軌跡に沿って照射した際もしくは検査用レー
ザ光を走査軌跡に沿って照射した際に受光される戻り光の強度変化の周期性を検出すると
いう簡便な方法によって、たとえばワーク間の隙間を埋めるために溶接ビードが窪んでし
まう引け溶接、ワーク同士が接合しない未接合溶接、ビードが陥没する落ち溶接、熱バラ
ンスの変動などに起因して突発的にビードが無くなる溶断溶接、穴あき溶接などの溶接不
良を含む溶接部の溶接状態を精緻に検査できることが実証された。
【００６２】
　また、溶接用レーザの照射によってワークに形成される溶融池の液面は周期的に振動し
、溶接部の溶接状態が正常である場合であっても、溶接用レーザ光を照射した区間Ｒ１や
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検査用レーザ光を照射した区間Ｒ２、Ｒ３で測定される戻り光の強度は周期的に変化する
ことが本発明者等によって確認された。
【００６３】
　そこで、本発明者等は、溶融状態のワークの表面張力や密度、ワークに形成さる溶融池
の大きさや厚さなどに基づいて溶融池の固有周波数を算出し、その溶融池の固有周波数か
ら算出される戻り光の強度変化の固有周期と検査用レーザ光の走査周期とが一致するよう
に当該検査用レーザ光の走査速度を調整して、ワークに対して検査用レーザ光を照射した
。
【００６４】
　図１３は、実施例１（溶接状態が正常）の溶融池に対して戻り光の強度変化の固有周期
で検査用レーザ光を照射したときに、区間Ｒ２で測定された戻り光（特にワークの溶融池
から放射される熱放射光）の強度を高速フーリエ変換した際の周波数と振幅の関係を示し
た図である。
【００６５】
　図１３で示すように、溶接部の溶接状態が正常である場合であっても、区間Ｒ２で測定
された戻り光の強度を高速フーリエ変換すると、特定の周波数（約195Hz）で大きな振幅
ピークが確認された。
【００６６】
　この実験結果より、溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光の強度変化の固有周期
で溶接用レーザ光や検査用レーザ光を照射し、測定された戻り光の強度を高速フーリエ変
換することによって、溶接部の溶接状態が正常である場合の戻り光の強度変化の固有周波
数（たとえば約195Hz）を特定することができ、溶接部の溶接状態の不良に起因する周波
数のみを検出することができ、溶接部の溶接状態をより精緻に検査できることが実証され
た。
【００６７】
　以上、本発明の実施の形態を図面を用いて詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形
態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における設計変更等があっ
ても、それらは本発明に含まれるものである。
【符号の説明】
【００６８】
１…溶接用照射部、２…受光部、３…変換部、４…アンプ、５…検査用照射部、６…検査
部、７…ＣＲＴ、８…光学系、９…集光レンズ、１００…溶接部の検査装置、Ｃ０…溶接
中心、Ｃ１１、Ｃ１２…溶接軌跡、Ｃ５１、Ｃ５２…走査軌跡、Ｆ１…溶接用レーザ光の
焦点、Ｆ５…検査用レーザ光の焦点、Ｌ１…溶接用レーザ光、Ｌ２…戻り光、Ｌ５…検査
用レーザ光、Ｗ１、Ｗ２…ワーク、Ｙ１…溶融池
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